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外商投資向け優遇措置ーー外国投資家の配当金直接投資に 

係る源泉所得税の徴収猶予政策適用範囲の拡大
 

背景 

財政部、国家税務総局などの四部門は2018年9月29日に共同して「外国投資

家の配当金直接投資に係る源泉所得税の徴収猶予政策適用範囲の拡大に関す

る通達」（財税 [2018]102号、以下「102号通達」）を公布した。同通達による

と、外国投資家の配当金直接投資に係る源泉所得税の徴収猶予政策の適用範

囲を外商投資禁止類に属さない全てのプロジェクト及び分野まで拡大した。 

また、上述の四部門は2017年の年末に財税 [2017]88号通達（以下「88号通

達」）を公布した。同通達によると、2017年1月1日より、外国投資家が中国国内

居住者企業から得た配当金を奨励類外商投資プロジェクトに直接投資する際、所定

の要件を満たす場合、納税義務が繰り延べられ、源泉所得税の徴収猶予を受けられ

る。なお、奨励類投資プロジェクトとは、「外商投資産業指導目録」に記載された外商

投資奨励産業目録及び「中西部地域外商投資優勢産業目録」に規定された経営

活動である【詳細はKPMG「チャイナタックスアラート 中国税務速報」（2017年第

35回）を参照ください。】。また、国家税務総局は2018年1月に2018年3号公告

（以下「3号公告」）を公布し、当該優遇政策の執行に関連する問題について明ら

かにした。 

今回公布された102号通達は2018年1月1日より実施され、上述した優遇政策の

適用範囲を、奨励類外商投資プロジェクトへの再投資から外商投資禁止類に属さ

ない全てのプロジェクト及び分野まで拡大した。外国投資家が2018年1月1日（当

日を含む）以降に得た株式配当金、利益配当金などの持分投資収益を102号通

達の条件に合致した対象に再投資する場合、納付済みの税額について、関連税額

を実際に納付した日から三年以内に当該政策の追加適用を申請でき、納付済みの

税額が還付される。 

本アラートの分析対象法規： 

 「外国投資家の配当金直

接投資に係る源泉所得税

の徴収猶予政策適用範

囲の拡大に関する通達」

（財税[2018]102号） 

 「外国投資家の配当金

直接投資に係る源泉所

得税の徴収猶予政策

関連問題 に関 す る 通

達」（財税[2017]88

号） 

 「外国投資家の配当金

直接投資に係る源泉所

得税の徴収猶予政策の

執行に関連する問題に

関する公告」（国家税

務総局公告2018年第

3号） 

チャイナタックスアラート 
（中国税務速報） 

第21回 2018年10月 
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KPMGの所見 

今回公布された102号通達は、外国投資家の誘致をより一層推進することを目

的とし、これによって当面の中国経済の成長低下及び米中貿易摩擦の圧力に対

処するものである。102号通達は88号通達の関連規定を引き継ぎ、優遇政策

の適用範囲を配当金による外商投資禁止類に属さない全てのプロジェクト及び分

野への直接再投資にまで拡大し、上述の二つの「目録」に記載された奨励類外

商投資内容に関する規定を削除した。 

また、現在実施されている「外商投資参入特別管理措置（ネガティブリスト）

（2018年版）」及び「自由貿易試験区における外商投資参入特別管理措置

（ネガティブリスト）（2018年版）」において、外国投資家による中国での投資

（例えば、金融、自動車、交通運輸などの分野）に対する規制を更に緩和した。

102号通達の公布は、中国で再投資する意向がある外国投資家により多くの投

資プロジェクトの可能性を提供した。 

102号通達が88号通達のみを廃止しているため、先に公布された3号公告は

依然として有効であると考えられる。しかし、88号通達は一年近く実施されたが、

いくつかの執行上の問題を残している。このため、外国投資家は投資先の中国

企業から得た配当金を再投資する場合、102号通達、3号公告及びそれらに

関する解説を十分に理解したうえで、当該税制優遇を適用できるように努めな

ければならない。また、必要に応じて専門機関に相談することも必要である。 
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イノベーションによる新たなパワーが、 

                                              租税のルートを広げる 
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